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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業基準等の 

臨時的な取り扱いについて（抜粋） 

１ 通所系サービスについて 

※第１２・１３報は令和３年３月で廃止 

（１） 通所系サービス事業所において、利用者の自主的な利用控えがあった場合に、定員を超過し

ない範囲で、他の休業している同一サービス事業所の利用者を受け入れることは可能か。

（第 11報） 

 

（２） 休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、当該事業所が指定を受け

たサービスに相当するサービスを提供した場合、どのような報酬算定が可能か。（第２報） 

 

（３） 利用者及び職員への感染リスクを下げるため、指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、

サービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が短時間（通

所介護であれば２時間未満、通所リハビリテーションであれば１時間未満）となった場合で

も、それぞれのサービスの最も短い時間の報酬区分（通所介護であれば２時間以上３時間未

満、通所リハビリテーションであれば１時間以上２時間未満）で算定することは可能か。

（第９報） 

 

（４）新型コロナウイルス感染症で休業した際、居宅で生活している利用者に対して、利用者から

の連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる

限りのサービスを提供した場合、どのような報酬算定が可能か。（第２報） 

 

 

資料③ 

事業所を変更する利用者の居宅サービス計画を変更した場合は、当該利用者を受け入れることは可能であ

る。居宅サービス計画の変更に係る同意については、最終的には文書による必要があるが、サービス提供ま

でに説明を行い、同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることとしても差し支えない。 

 なお、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）」（令和２年４月７日厚

生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）に十分配慮の上、利用者を受け入れる事業所の運営

規程に定められている利用定員を超えて利用者を受け入れる場合であっても、新型コロナウイルス感染症の

影響によりやむを得ないと認められるときは、「厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等

の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法」（平成 12 年厚生労働省告示第 27 号）第 1 号に定める減算を

適用しない等の柔軟な取扱が可能である。 

通常提供しているサービス費と同様に、サービス提供時間等に応じ介護報酬を算定すること。 

利用者への説明及び同意が前提であるが、利用者の生活環境・他の介護サービスの提供状況を踏まえて最低

限必要なサービス提供を行った上で、その時間が最も時間の短い報酬区分で定められた時間を下回ったとき

は、当該最も短い時間の報酬区分で算定することは可能である。 

 なお、提供時間を短縮し、最低限必要なサービスを行った結果が、ケアプランで定められたサービス提供

時間を下回ったときは、実際に提供したサービス提供時間の区分に対応した報酬区分を算定する。 



 

2 

 

 

（５）通所系サービス事業所（通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る。以

下、同じ。）が都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下、「都道府県等」という。）から

の休業の要請を受けた場合において、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話によ

る安否確認について、介護報酬の算定が可能か。（第６報） 

 

（６）通所系サービス（通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型

通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護。以下同じ。）事業所内において新型コロナウイル

スワクチン接種を実施する場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。（第２０報） 

提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分（通所系サービスの報酬区分）を算定する。 

 ただし、サービス提供時間が短時間（通所介護であれば２時間未満、通所リハであれば１時間未満）の場

合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分（通所介護であれば２時間以上３時間未満、通所リハであ

れば１時間以上２時間未満の報酬区分）で算定する。 

 なお、当該利用者に通常提供しているサービスに対応し、１日に複数回の訪問を行い、サービスを提供す

る場合には、それぞれのサービス提供時間に応じた報酬区分を算定できるものとするが、１日に算定できる

報酬は居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限とし、その場合は、居宅介護サ

ービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分で算定する。 

 ※ なお、居宅サービス計画書に基づいて通常提供しているサービスが提供されていた場合に算定できてい

た加算・減算については、引き続き、加算・減算を行うものとする。ただし、その他新型コロナウイルス感

染症の患者等への対応等により、一時的に算定基準を満たすことができなくなる場合等については、「令和

元年台風第 19 号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」における取扱いに準じることに留意さ

れたい。 

通所系サービス事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や

時間、当日の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場

合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、１日２回まで、相応の介護報酬の算定が可能で

ある。具体的な算定方法については、②を参考にされたい。なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電

話を行う等、柔軟に検討されたい。その際には、電話により確認した事項について、記録を残しておくこ

と。 

※自主的な休業の場合は、１日１回まで算定可 

①介護保険サービスとして提供されているものと取り扱うことができる場合今般の新型コロナワクチンに係

る予防接種に伴う事業所における業務は介護保険サービスとして提供されているものとし、予め居宅サー

ビス計画に位置付けられた提供時間内で介護報酬を算定することとして差し支えない。 

②必要な経費について、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費が

支払われている場合（保険外サービスとして提供されているものと取り扱う場合）通所系サービス事業所

が事業所内で新型コロナウイルスワクチン接種を実施するにあたり、必要な経費（※）について、市町村

より、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費を受領している場

合は、従来の取扱いのとおり、当該予防接種に伴う事業所における業務は保険外サービスとして提供され

ているものとする。（通所系サービスのサービス提供時間の算定に当たっては、通所系サービスの提供時

間には保険外サービスの提供時間を含めず、かつその前後に提供した通所系サービスの提供時間を合算

し、１回の通所系サービスの提供として取り扱う。）この場合、保険外サービス通知に則った対応が必要

となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記

載することは不要とする。 
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（７）通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、事業所から新

型コロナウイルスワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等は

どのようになるか。（第２０報） 

 

（８）通所系サービス事業所がその保有する車両を利用して、サービス提供前後の送迎中に、新型

コロナウイルスワクチンの接種会場を経由して利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い

等はどのようになるか。（第２０報） 

 

２ 地域密着型サービス等について 

（１） 小規模多機能型居宅介護において、新型コロナウイルス感染症への対策を行ったため、サー

ビス提供が過少（登録者 1人当たり平均回数が週４回に満たない場合）となった場合、減

算を行わなければならないのか。（第３報） 

 

（２） 小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、１月あたりの延べ訪問回数が 200 

回以上であることが算定要件の一つとなっているが、新型コロナウイルス感染症による影響

により、利用者の訪問サービスの利用控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が 200 回未満

となった場合でも、影響を受ける前から当該加算を算定していた事業所については、引き続

き加算を算定することとしてもよいか。 

 

以下の場合は減算しないこととして差し支えない。 

・ 職員が発熱等により出勤を控えたことにより、サービス提供体制が整わず、その結果としてサービス提

供が過少となった場合。 

・ 都道府県等の休業要請により通いサービス・宿泊サービスを休業した結果、過少サービスとなった場

合。 

 なお、通いサービス・宿泊サービスを休業した場合であっても、在宅高齢者の介護サービスを確保するた

め、個別サービス計画の内容を踏まえた上で、できる限り訪問サービスを提供されたい。 

差し支えない。なお、新たに加算を算定しようとする事業所については本取扱いは認められない。 

通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、通所系サービス事業所と接

種会場間の送迎を行う場合、従来の取扱いのとおり、保険外サービスとして提供されているものとする。

この場合、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス

計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要である。 

・利用者の居宅から、接種会場を経由して、通所系サービス事業所への送迎を行う合 

・通所系サービス事業所から、接種会場を経由して、利用者の居宅への送迎を行う場合 

については、利用者の居宅と通所系サービス事業所間の送迎を行っていることから、その費用について、

介護報酬を算定することとして差し支えない（送迎減算を適用しないこととして差し支えない）。 
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（３） 介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接

種後の副反応によって一時的に不足する場合について、人員配置基準等の取扱いはどのよう

になるのか。（第２４報） 

 

 

介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応に

より、一時的に人員配置基準を満たさなくなる場合、柔軟な対応をして差し支えない。また、基準以上の人

員配置や有資格者等の配置により算定可能となる加算について、介護サービス事業所に勤務する職員が新型

コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により、一時的に加算の要件を満たさなくな

った場合も、柔軟な対応をして差し支えない。なお、介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイ

ルスワクチンの接種を受ける際には、同一事業所内では職員の接種日を分散させるなど、利用者の処遇に影

響しないよう可能な限り接種日等の調整を行うこと。 


